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第４回定例会 予算決算委員会（全体会） 会議録

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日 時 令和３年１２月１５日（水曜日）

午前１０時開会，午前１０時３３分閉会

場 所 第１委員会室

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日 程

１ 開 会

２ 議長あいさつ

３ 審査内容

議案第６４号 令和３年度土浦市一般会計補正予算（第１０回）

４ 閉 会

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

出席委員（２２名）

委員長 吉田 千鶴子

副委員長 海老原 一郎

委 員 久松 猛

委 員 内田 卓男

委 員 福田 一夫

委 員 柏村 忠志

委 員 吉田 博史

委 員 矢口 清

委 員 栁澤 明

委 員 柴原 伊一郎

委 員 篠塚 昌毅

委 員 小坂 博

委 員 鈴木 一彦

委 員 平石 勝司

委 員 下村 壽郎

委 員 今野 貴子

委 員 島岡 宏明

委 員 塚原 圭二

委 員 勝田 達也

委 員 矢口 勝雄

委 員 目黒 英一

委 員 奥谷 崇
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

欠席委員（２名）

委 員 寺内 充

委 員 田子 優奈

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

事務局職員出席

局 長 小松澤 文雄

次 長 天貝 健一

係 長 小野 聡

主 任 津久井 麻美子

主 任 松本 裕司

主 幹 鈴木 優大

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

傍聴者（０名）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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○吉田（千）委員長 ただ今から，予算決算委員会を開会いたします。補正予算の審査

の流れですが，歳入と分科会の報告を行い，報告に対する質疑をした上で予算決算委員

会としての採決を行います。その後，報告書をまとめてまいりますので，よろしくお願

いいたします。ではサイドブックス，予算決算委員会，令和３年，１２月１５日開催の

御準備をお願いします。それでは，協議事項の審査に入ります。議案第６４号令和３年

度土浦市一般会計補正予算第１０回の歳入から順に審査の経過と結果について報告を行

います。サイドブックスの予算決算委員長報告書補正予算歳入をご覧ください。では報

告いたします。御報告申し上げます。議案第６４号のうち，付託されました歳入の審査

において，議論された内容及び意見等を申しあげます。歳入の主な内容につきまして御

説明申し上げます。第１５款使用料及び手数料，第１項使用料は，新型コロナウイルス

感染症の影響により，営業期間を短縮したことに伴う水郷プール使用料の減でありま

す。第１６款国庫支出金，第２項国庫補助金は，児童手当の制度改正に関する事務費に

対する，子ども・子育て支援事業費補助金の計上であります。その他，住民の健康診断

等の情報の利活用に関する自治体間情報連携システム改修費に対する，健康増進事業費

補助金の計上であります。第４項国庫交付金は，木田余神立線街路事業費の増に伴う，

社会資本整備総合交付金の増であります。第１８款財産収入は，分別収集した資源の単

価が上昇したことによる，売払い収入の増であります。第１９款寄付金は，実績見込み

などによる，ふるさと土浦応援寄付金の増のほか，民生費寄付金及び土木費寄付金の計

上であります。全ての審査が終了したことから，賛否を確認したところ，全員原案に賛

成でありました。なお，寄付金については，いただいた企業等の情報を様々な広報媒体

を使い，積極的な周知を行っていただくよう申し添えます。以上で報告を終わります。

次に，総務市民分科会より，御報告を願います。サイドブックス総務市民分科会長報告

書補正予算をお開きください。では分科会長より御報告願います。

○今野総務市民分科会長 御報告申し上げます。議案第６４号のうち，付託されました

総務市民分科会所管分の審査において議論された主な内容及び意見等を申し上げます。

第２款総務費，第１項総務管理費は，ふるさと土浦応援寄附金の増に伴う委託料の増な

どの計上であります。第４款衛生費，第３項清掃費は，分別収集した資源の売払い収入

の増に伴う，町内会への報償費の増であります。以上の内容のほか，各款におきまし

て，本年４月の人事異動に伴う人件費等の過不足のほか，新型コロナウイルス感染症の

影響による市施設の休館や事業中止に伴う指定管理料や補助金等について，補正するも

のであります。第３表債務負担行為補正は，令和４年３月３１日をもって指定管理者の

指定期間が満了となる土浦市亀城プラザ及び土浦市営斎場について，同年４月１日以降

の指定管理に係る基本協定を本年度中に締結する必要があることから，債務負担行為を

設定するものであります。全ての審査が終了したことから，当分科会に付託された議案

第６４号の歳出に対して，賛否を確認したところ，全員原案に賛成でありました。以上

で報告を終わります。

○吉田（千）委員長 次に，文教厚生分科会となります。サイドブックス文教厚生分科

会長報告書補正予算をお開きください。では分科会長より御報告願います。
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○下村文教厚生分科会長 御報告申し上げます。議案第６４号のうち，付託されました

文教厚生分科会所管分の審査において，議論された内容及び意見等を申しあげます。第

３款民生費，第２項児童福祉費は，寄付金の受け入れに伴うこども未来基金への積立金

の計上のほか，令和２年度児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金に係る超過交付

分の返還金及び児童手当の制度改正に係る通信運搬費等の計上であります。第４款衛生

費，第１項保健衛生費は，住民の健康診断情報の利活用に関する自治体間情報連携シス

テム改修委託料の計上のほか，令和２年度未熟児養育医療給付費国庫負担金に係る超過

交付分の返還金の計上であります。第９款教育費，第６項保健体育費は，企業版ふるさ

と土浦応援寄付金を活用し，市民運動広場にベンチを整備するための消耗品費の増であ

ります。以上の内容のほか，各款におきまして，本年４月の人事異動に伴う人件費等の

過不足のほか，新型コロナウイルス感染症の影響による市施設の休館や事業中止に伴う

指定管理料や補助金等について，補正するものであります。第２表繰越明許費は，今回

計上する市民運動広場ベンチ整備についての繰越措置であります。第３表債務負担行為

補正は，令和４年３月３１日をもって指定管理者の指定期間が満了となる土浦市立土浦

市民会館について，同年４月１日以降の指定管理に係る基本協定を本年度中に締結する

必要があることから，債務負担行為を設定するものであります。全ての審査が終了した

ことから，当文教厚生分科会に付託されました議案に対して，賛否を確認したところ，

全員原案に賛成でありました。以上で報告を終わります。

○吉田（千）委員長 次に，産業建設分科会となります。サイドブックス，産業建設分

科会長報告書補正予算をお開きください。では分科会長より御報告願います。

○平石産業建設分科会長 御報告申し上げます。議案第６４号のうち，付託されました

産業建設分科会所管分の審査において，議論された内容及び意見等を申しあげます。第

７款土木費，第４項都市計画費は，寄付金の受け入れに伴う，スマートインター設置可

能性検討事業の財源更正のほか，木田余神立線街路事業の補償金の増などであります。

以上の内容のほか，各款におきまして，本年４月の人事異動に伴う人件費等の過不足の

ほか，新型コロナウイルス感染症の影響による市施設の休館や事業中止に伴う指定管理

料や補助金等について，補正するものであります。当分科会に付託されました議案第６

４号の歳出に対して，賛否を確認したところ，全員原案に賛成でありました。以上で報

告を終わります。

○吉田（千）委員長 各報告への質疑がありましたら御意見をお願いします。なお，各

分科会長は分科会で受けた説明あるいは議論された内容の範囲でお答えください。

（「なし」の声あり）

○吉田（千）委員長 意見もないようなのでここで採決いたします。議案第６４号令和

３年度土浦市一般会計補正予算第１０回は，原案どおり決することに御異議ございませ

んか。

（「なし」という声あり。）

○吉田（千）委員長 御異議なしと認めます。よって，議案第６４号 令和３年度土浦

市一般会計補正予算第１０回は，全会一致にて原案どおり決しました。ここで委員長報
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告に加除すべき事項がありましたら御意見をお願いします。

（「なし」という声あり。）

○吉田（千）委員長 ここで委員長報告書をまとめてまいりますので暫時休憩とさせて

いただきます。再開予定は１０時２５分となります。

【休憩：１０時１５分】

【再開：１０時２５分】

○吉田（千）委員長 お待たせいたしました。それでは予算決算委員会全体会を再開い

たします。では，議案第６４号の委員長報告書の取りまとめを行います。サイドブック

ス予算決算委員長報告書議案６４号をお開きください。では朗読させていただきます。

御報告申し上げます。本定例会において，当予算決算委員会に付託されました議案第６

４号令和３年度土浦市一般会計補正予算第１０回につきましては，執行部から詳細な説

明を求め，慎重に審査いたしました。以下，その審査の内容と結果について御報告申し

上げます。まず，歳入の主な内容につきまして御説明申し上げます。第１５款使用料及

び手数料，第１項使用料は，新型コロナウイルス感染症の影響により，営業期間を短縮

したことに伴う水郷プール使用料の減であります。第１６款国庫支出金，第２項国庫補

助金は，児童手当の制度改正に関する事務費に対する，子ども・子育て支援事業費補助

金の計上であります。その他，住民の健康診断等の情報の利活用に関する自治体間情報

連携システム改修費に対する，健康増進事業費補助金の計上であります。第４項国庫交

付金は，木田余神立線街路事業費の増に伴う，社会資本整備総合交付金の増でありま

す。第１８款財産収入は，分別収集した資源の単価が上昇したことによる，売払い収入

の増であります。第１９款寄付金は，実績見込みなどによるふるさと土浦応援寄付金の

増のほか，民生費寄付金及び土木費寄付金の計上であります。続いて，歳出の主な内容

につきまして申し上げます。第２款総務費，第１項総務管理費は，ふるさと土浦応援寄

附金の増に伴う委託料の増などの計上であります。第３款民生費，第２項児童福祉費

は，寄付金の受け入れに伴うこども未来基金への積立金の計上のほか，令和２年度児童

虐待・ ＤＶ対策等総合支援事業費補助金に係る超過交付分の返還金及び児童手当の制

度改正に係る通信運搬費等の計上であります。第４款衛生費，第１項保健衛生費は，住

民の健康診断情報の利活用に関する自治体間情報連携システム改修委託料の計上のほ

か，令和２年度未熟児養育医療給付費国庫負担金に係る超過交付分の返還金の計上であ

ります。第３項清掃費は，分別収集した資源の売払い収入の増に伴う，町内会への報償

費の増であります。第７款土木費，第４項都市計画費は，寄付金の受け入れに伴う，ス

マートインター設置可能性検討事業の財源更正のほか，木田余神立線街路事業の補償金

の増などであります。第９款教育費，第６項保健体育費は，企業版ふるさと土浦応援寄

付金を活用し，市民運動広場にベンチを整備するための消耗品費の増であります。以上

の内容のほか，各款におきまして本年４月の人事異動に伴う人件費等の過不足のほか，

新型コロナウイルス感染症の影響による市施設の休館や，事業中止に伴う指定管理料や

補助金等について補正するものであります。第２表繰越明許費は，今回計上する市民運

動広場ベンチ整備についての繰越措置であります。第３表債務負担行為補正は，令和４
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年３月３１日をもって指定管理者の指定期間が満了となる土浦市亀城プラザ，土浦市営

斎場及び土浦市立土浦市民会館について，同年４月１日以降の指定管理に係る基本協定

を本年度中に締結する必要があることから，債務負担行為を設定するものであります。

以上のことから，採決の結果，全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。な

お，寄付金については，いただいた企業等の情報を様々な広報媒体を使い，積極的な

周知を行っていただくよう申し添えます。以上で報告を終わります。以上となります。

報告書の内容はこちらでよろしいでしょうか。

（「異議なし」との声あり）

○吉田（千）委員長 では本会議最終日において委員長報告をさせていただきますが，

委員長報告に対する質疑はできません。質疑がある場合は，この場でお願いします。

（「なし」の声あり）

○吉田（千）委員長 それではこの内容で報告させていただきます。なお，字句その他

の整理を要するものにつきましては，その整理を予算決算委員長にに委任されたいと存

じますが，御異議ございませんか。

（「異議なし」との声あり）

○吉田（千）委員長 ありがとうございます。それでは以上で予算決算委員会を閉会い

たします。お疲れ様でした。


